
＜別紙２－１(共通評価・保育所版）＞ 神奈川県保育所版

評価対象Ⅰ　福祉サービスの基本方針と組織

Ⅰ-１　理念・基本方針

Ⅰ-１-（１）　理念、基本方針が確立・周知されている 第三者評価結果

【1】Ⅰ－1－(１)－①　
a

Ⅰ-２　経営状況の把握

Ⅰ-２-（１）　経営環境の変化等に適切に対応している

【2】Ⅰ－２－(１)－①
a

【３】Ⅰ－２－(１)－②
a

第三者評価結果

　理念、基本方針が明文化され周知が図られている

・ライク子ども理念である「のびやかに育て　だいちの芽」は、パンプレットやホームページ、重要事項説明

書への明示、玄関・職員室・各クラスに掲示し、保育方針や保育目標とともに、入園時説明会、入園後の保護

者懇談会、園だよりなどを通じて保護者へ伝え、周知に努めている。

・職員に対しては入社時研修、年度初めの職員会議、事業計画や指導計画の策定時などを通じて、保育の中で

理念や基本方針を考えるきっかけとしている。さらに、園内研修会、職員会議等を通じて、保育方針を念頭に

した保育実践について定期的に振り返ることしている。

　事業経営をとりまく環境と経営状況が的確に把握・分析されている

・業界動向については法人本部で分析して法人園長会で伝えられ、地域の子育てニーズについては戸塚区の園

長会に積極的に参加し、横浜市や地域の待機児童や新設園開園や保健センターでの疾病情報等の情報を得てい

る。また市や区の情報は必要に応じて、職員会議や昼の打ち合わせで知らせている。

・在籍数や職員人員等を含めた園運営に関する月次報告書を本社へ提出しており、年1回開催される法人主催

の共育ミーティングにおいて各園の経営状況が報告され、法人内における自園の状況が把握できるようしてい

る。

　経営課題を明確にし、具体的な取り組みを進めている

・法人本部では各園の経営状況、職員体制、保育施設整備、保育内容や問題点について検討し、幼児教育の強

化として取り入れている。具体的には造形教室や体育教室、オムツ定額サービス、英語教室、本部専属の臨床

心理士がサポートする育児相談窓口など、子どもや保護者のニーズに応じたカリキュラムや支援サービスを用

意している。

・園では本部が用意したカリキュラムやサービスから、職員が保護者のニーズや、予算、地域性を考慮して園

での課題解決につながる取り組みの一つとなっている。



Ⅰ-３　事業計画の策定

Ⅰ-３-（１）　中・長期的なビジョンと計画が明確にされている 第三者評価結果

【4】Ⅰ－３－(１)－①
b

【5】Ⅰ－３－(１)－②
b

Ⅰ-３-（２）　事業計画が適切に策定されている

【6】Ⅰ－３－(２)－①
a

【7】Ⅰ－３－(２)－②
b

　中・長期計画を踏まえた単年度の計画が策定されている

・単年度事業計画は中長期計画を念頭に保育内容、健康･栄養管理面、安全、保護者･地域とその他事業、環境

問題への取り組み、職員体制、年間行事予定について法人統一の書式で作成している。

・中長期計画同様、達成度を測る具体的な指標を定めて、計画の推進を可視化できるよう取り組むことや、継

続した取り組みと新たな取り組みなどを分かりやすく掲載することも望まれる。事業報告との連続性は確認で

きるが、中期計画に掲げている内容を分かりやすく単年度事業計画に明示することも必要とされる。

　事業計画の策定と実施状況の把握や評価・見直しが組織的に行わ

れ、職員が理解している

・事業計画の策定にあたっては、職員会議において前年度総括を行い策定する流れになっており、保護者の意

向や要望、職員の意見などを反映させることにしている。園において原案を作成し、法人本部において承認を

受けて確定する流れとしており、年初の職員会議で園長より説明することにしている。

・今年度は、新型コロナウイルス感染症対策として、集合することや外部からの講師招聘などは見合わせるよ

う計画の見直しに取り組んでいる。事業計画でも達成度を測る具体的な指標を設け、計画の推進を可視化でき

る取り組みが必要とされる。

　事業計画は、保護者等に周知され、理解を促している

・単年度事業計画は、各クラスの保護者代表、第三者委員、経営層などが参加している定例の運営委員会に置

いて説明し、理解を得ることにしている。事業計画書の記載事項は指導計画に関わることが多いことを踏ま

え、年間指導計画として保護者に伝えている。また、事業計画は玄関に常置して来園者が自由に閲覧できるよ

うにしているが、さらに周知や理解を目指している。

　中・長期的なビジョンを明確にした計画が策定されている

・法人本部では将来の保育事業を見据えて、予算編成も含めた中長期計画は策定しており、園では個別の課題

を盛り込んで中長期計画を法人統一の書式で策定している。

・中長期計画は事務室に掲示して職員の目にも触れるようにしており、さらに計画の達成度を測る具体的な指

標を定めて、計画の推進を可視化できるよう取り組むことも望まれる。また、新型コロナウイルスによる影響

が多大であったことから、次年度以降の中長期事業計画の見直しを検討している。



Ⅰ-４　福祉サービスの質の向上への組織的・計画的な取組

Ⅰ-４-（１）　質の向上に向けた取組が組織的・計画的に行われている 第三者評価結果

【8】Ⅰ－４－(１)－①
a

【9】Ⅰ－４－(１)－②
a

評価対象Ⅱ　組織の運営管理

Ⅱ-１　管理者の責任とリーダーシップ

Ⅱ-１-（１）　管理者の責任が明確にされている

【10】Ⅱ－1－(１)－①
a

【1１】Ⅱ－1－(１)－②
a

　施設長は、自らの役割と責任を職員に対して表明し理解を図ってい

る

・職務分掌をはじめ行事係分担表、懐疑役割分担、消防活動編成表などを設け、園長指導のもと事業の方向性

を示唆する仕組みが整っている。園長は職務分をもとに職員に説明し、周知に努めている。

・保育ガイドには自然災害や事故発生時の対応・対策などについて園長の役割及び、園長不在時の権限委託の

体制も整っている。また、本部は園長就任時に園における事務管理、小口現金の運用方法や園予算の運用など

経営管理に関する説明をしている。

　遵守すべき法令等を正しく理解するための取組を行っている

・法令等遵守については法人としても重視しており、入社時研修では説明によって理解を促し、更に今年度よ

りコンプライアンスガイドブックを用いての自習や読み合わせを行う機会を設け、職員一人ひとりの注意喚起

に力を入れている。今回行った保護者アンケートの子どもの尊厳の尊重、に関する各設問においても、高い満

足度が得られており、園の取り組みが結果を得ていることがうかがえる。

・特に個人情報の漏えいについては、気を付けなければならない事例の発生毎に会議において職員への注意喚

起を促している。

　保育の質の向上に向けた取組が組織的に行われ、機能している

・法人として策定している保育ガイドは園運営の根幹となるマニュアルとして位置付けており、職員の資質向

上や自己評価に関する項目なども設け、標準化して取り組めるようにしている。

・全体的な計画をはじめ指導計画には自己評価欄を設け、計画⇒保育実践⇒振り返り⇒課題の解決のPDCAの

サイクルで評価できるように工夫している。

・福祉サービス第三者評価を定期的に受審し、利用者のニーズと園の実態を把握し、課題の共有と対応に取り

組んでおり、第三者評価の保護者アンケートについては園内で共有し、課題分析に力を入れている。

　評価結果にもとづき保育所として取り組むべき課題を明確にし、計

画的な改善策を実施している

・園の自己評価シートは、項目ごとのチェック欄と共に課題を記載できるようにしており、改善の方向性を明

確化できるようになっている。職員間で共有のもとに検討し、次年度計画に反映し改善に取り組めるようにし

ている。

・園の地理的環境では町内会などの情報も少ないことを踏まえ、園一丸となって地域支援を考察し、子育て支

援の拠点に声掛けを行い毎月出前の保育を行うようにした。ポスター掲示をして、毎月開催のおはなし会に地

域の方にも参加してもらえるように取り組んでいる。



Ⅱ-１-（２）　管理者のリーダーシップが発揮されている 第三者評価結果

【12】Ⅱ－1－(２)－①
a

【13】Ⅱ－1－(２)－②
a

Ⅱ-２　福祉人材の確保・育成

Ⅱ-２-（１）　福祉人材の確保・育成計画、人事管理の体制が整備されている　

【14】Ⅱ－２－(１)－①
a

【15】Ⅱ－２－(１)－②
a

　保育の質の向上に意欲をもち、その取組に指導力を発揮している

・園長は主任やリーダー保育士との指導分担を明確化して日々の保育の中で保護者対応や保育についての指導

に取り組んで、保育の資の向上に取り組んでいる。また、行事については、職員が主体的に関わり、意欲が

持って取り組めるように導いている。

・園内研修ではワークショップを行い、現在の園の課題をテーマに全職員が参加してなぜその課題が生まれて

きたのか、それを解決するためにするべきことを具体的に話し合い具体的なテーマとして取り組めるようにし

ている。

・法人として成長支援に関する手引き定め、職位による期待度を基本姿勢、業務能力、対人能力、マネジメン

ト能力などの項目によって明確している。評価基準に沿って園長が一次評価（絶対評価）を実施し、二次評価

（本部）で補正し、報酬に反映される仕組みとしている。

・園長は連係担当のスーパーバイザーと連携し、キャリアアップ制度としての処遇改善を進め、キャリアパス

研修で個々のスキルアップを図っている。法人本部では将来管理職を望む職員に対して、人材育成制度として

アドバンス制度や総合職保育士の制度を導入して育成に力を入れている。

　経営の改善や業務の実行性を高める取組に指導力を発揮している

・法人本部より毎月予算比の実績データが園に配信され、それらをもとに園において調整できる勘定項目を精

査して改善に取り組み、月末に本部に報告する流れとしている。また、園長をはじめ、職域・職制・職階に

沿って法人で開催している各種の研修に参加を促し、マネジメント力の向上に取り組んでいる。

・保育書類作成業務の負担軽減を目的にCT化による業務改善を図り、さらに人員配置では自己評価をもに本

人と相談して決定している。クラス担任も希望表を提出してもらいなるべく希望に添えるようにしている。

　必要な福祉人材の確保・定着等に関する具体的な計画が確立し、取

組が実施されている

・職員の採用については法人本部で一括で行っており、全国の養成校への求人活動、就活ブース会場設置、園

見学ツアー、公式ホームページからの求人、社員紹介制度等、多岐に渡って展開している。園では適宜必要な

人員配置を本部に要請して、担当のスーパーバイザーを窓口となり必要人材を確保できるようにしている。

・法人本部において年間社内研修計画を作成し、職位や保育歴、専門職に応じた研修を実施し、人材育成に取

り組んでいる。

　総合的な人事管理が行われている



Ⅱ-２-（２）　職員の就業状況に配慮がなされている 第三者評価結果

【16】Ⅱ－２－(２)－①
a

Ⅱ-２-（３）　職員の質の向上に向けた体制が確立されている

【17】Ⅱ－２－(３)－①
a

【18】Ⅱ－２－(３)－②
a

第三者評価結果

【19】Ⅱ－２－(３)－③
a

　職員の就業状況や意向を把握し、働きやすい職場づくりに取組んで

いる

・法人としての職員の就業状況を把握しおり、時間外勤務の削減と有給休暇の取得を推進させ、有休取得率や

時間外労働超過情報を園長と共有し就労状況に応じた改善に努め、園では気兼ねなく休みを取り、リフレッ

シュできるよう推進している。

・各クラスの仕事量をホワイトボードに書き出し、効率的に仕事を進められるように取り組んでいる。また、

大きな行事の終了後には反省会を兼ねた会合を催して、情報や価値観を共有したり、労をねぎらったりして親

睦を深めることにしている。

　職員一人ひとりの育成に向けた取組を行っている

・法人として園長に対して成長支援制度レクチャーを定期的に実施、職員一人ひとりの成長を適切に支援でき

るように指導している。園長は職員との定例個別面談を年２回実施し、目標設定や目標達成に関する具体的な

行動を確認できるようにしている。

・園長は面談に加え、日常的な助言・支援に努めモチベーション向上を促している。個々の目標は成長支援制

度に加え、主任からの話や現場での保育の様子を見るなどによって相談や指導につなげて設定している。

　職員の教育・研修に関する基本方針や計画が策定され、教育・研修

が実施されている

・法人ホームページの採用サイトでは人材育成として、キャリアパスイメージ、人事考課制度と人材登用制度

を入職希望者に示している。また、保育ガイドには職員の資質向上に望ましい保育士に必要とされる資質、社

会人としての基本などを明示している。

・入職時研修をはじめ年間を通して内外の研修計画が策定されており、職域・職制・職階に沿って職員一人ひ

とりの個人別研修計画が用意されている。研修報告書は全職員に回覧、職員会議等で研修報告会を実施し共有

に取り組んでいる。

　職員一人ひとりの教育・研修の機会が確保されている

・法人で制度化している人事考課制度と人材登用制度によって職域・職制・職階別に育成計画を設け、経験に

応じた研修や専門的分野の研修を開催している。園では年初に身につけさせたい資質と受講させたい研修を鑑

み年間職員育成年間研修計画を策定している。

・専門リーダー5名（マネジメントを入れた４教科習得）・分野別リーダー３名（1教科習得）は園で協力し全

員が必要な科目を受講し修了証を取得している。

・新卒者（中途採用を含め）については、研修プログラムに沿って園長、主任、OJT担当者などが指導にあた

り、育成に組り組むことにしている。



Ⅱ-２-（４）　実習生等の福祉サービスに関わる専門職の研修・育成が適切に行われている

【20】Ⅱ－２－(４)－①
a

Ⅱ-３　運営の透明性の確保

Ⅱ-３-（１）　運営の透明性を確保するための取組が行われている

【21】Ⅱ－３－(１)－①
a

第三者評価結果

【22】Ⅱ－３－(１)－②
a

　運営の透明性を確保するための情報公開が行われている

・法人のホームページには、保育理念や基本方針、各園の概要、採用や人材育成に関する取り組み、法人概要

など運営状況が示されている。園では保育理念を各所に掲示し、玄関には園運営に関する各種の書式を常置し

情報公開に努めている。

・保育の様子をSNSで公表し、さらに園掲示板において地域向けに園行事等の情報を掲示している。重要事項

説明書には苦情受付、第三者委員を示し、玄関には苦情解決のフロー、行政機関等の相談窓口の連絡先を掲示

している。

　公正かつ透明性の高い適正な経営・運営のための取組が行われてい

る

・法人として外部の監査法人による内部監査を定期的に実施しており、指導、助言にもとに事業経営・運営の

適正性を担保している。また、園では年４回小口現金実査を行い、園長以外の第三者が収支確認するこを義務

付けている。

・職務分掌には経理・事務管理責任を明記したり、経理規定にもとづき発注、請求、領収までの書類を管理し

たりして、月末に小口現金出納帳領収書の原本を本部に送付している。今年度から取り組んでいるコンプライ

アンスガイドブックにも、取引に関するルールが示されている。

　実習生等の保育に関わる専門職の研修・育成について体制を整備

し、積極的な取組をしている

・「保育ガイド」には実習生マニュアルが整備されおり、受け入れ時には担当職員によるオリエンテーション

を実施し「機密保持誓約書」の署名及び園概要や保育理念、保育の心得等の説明をしている。具体的な保育内

容は、クラス担任が丁寧に伝えるようにしている。受け入れについては本部が統括し、終了後のアンケート調

査を行い採用に繋がるようにしている。

・実習にあたっては、指導計画をはじめ、部分実習、実習日誌などを配属クラス担任が担当して適宜指導でき

るように取り組んでいる。



Ⅱ-４　地域との交流、地域貢献

Ⅱ-４-（１）　地域との関係が適切に確保されている

【23】Ⅱ－４－(１)－①
a

【24】Ⅱ－４－(１)－②
a

Ⅱ-４-（２）　　関係機関との連携が確保されている 第三者評価結果

【25】Ⅱ－４－(２)－①
a

Ⅱ-４-（３）　地域の福祉向上のための取組を行っている

【26】Ⅱ－４－(３)－①
a

　子どもと地域との交流を広げるための取組を行っている

・園長は定期的に開催している運営委員会や、地域で開催されている各種の会議などに参加して、児童福祉に

関する各種の情報を把握して園運営に反映させることに取り組んでいる。園見学者から子育て事情や相談を受

けて、子育て支援ニーズの把握に取り組んでいる。

・幼保小連絡会に参加し、全体会が年3回行われ小学校や近隣他園との交流会について小学校教諭や他園保育

士との意見交換・情報交換を行い、年度末には活動報告を全体で行っている。さらに、園庭開放を行うなど子

育て世代のニーズを把握した取り組みを実行している。

・保育ガイドの地域支援・子育て支援の項目には、地域との積極的な関わりを持つことを促している。また、

外掲示版には、園としての専門性を地域に還元する取り組みを伝えている。

・地域の園や地域高齢者施設クラッシックレジデンスと交流を定期的に設けて歌を歌ったり、お話をしたりな

どで交流している。毎月行っているおはなし会には、ポスターを掲示し地域の方にも参加を呼び掛けている。

また、月に1回、地域の子育て支援野拠点に出向き、出前の保育を行っている。

　ボランティア等の受入れに対する基本姿勢を明確にし体制を確立し

ている

・保育ガイドにはボランティア受け入れの基本姿勢に関する項目を設け、積極的に受け入れることを示してい

る。受け入れ時には機密保持誓約書の署名をはじめ、園概要や保育理念、保育の心得、子どもとの関わり方で

留意する事項などを説明して円滑な活動を支援している。

・中学生の社会体験のほか、中学生の自主ボランティア、高校生のボランティアを受け入れている。地域の関

わりに職員が参加していることから、地域の高齢者によるボランティアの希望や保護者、保護者の関係者によ

るボランティアも受け入れている。

　保育所として必要な社会資源を明確にし、関係機関等との連携が適

切に行われている

・区園長会では年1回「保育施設長研修会」を行い、各園長と意見交換等を行い、横浜市立園長会事務局よ

り、園長会での意見や、要望などメールで情報を得ることができる。

・家庭での虐待等や育児困難などによって権利侵害が疑われる子どもへの対応については、区、子ども支援係

りや児童相談所と連携して対応する体制が整っている。また、特別支援を要する子への対応は、地域療育セン

ターと定期的に連携を図りながら対処する体制が整っている。

　地域の福祉ニーズ等を把握するための取組が行われている



【27】Ⅱ－４－(３)－②
a

評価対象Ⅲ　適切な福祉サービスの実施

Ⅲ-１　利用者本位の福祉サービス

Ⅲ-１-（１）　利用者を尊重する姿勢が明示されている 第三者評価結果

【28】Ⅲ－１－(１)－①
a

【29】Ⅲ－１－(１)－②
a

Ⅲ-１-（２）　福祉サービスの提供に関する説明と同意（自己決定）が適切に行われている

【30】Ⅲ－１－(２)－①
a

　地域の福祉ニーズ等にもとづく公益的な事業・活動が行われている

・年に1回保護者向けの交流事業で「健やか子育て講演会」を小学校の保護者・教員、保育園、幼稚園の保護

者・保育士を対象に講演会を行っている。さらに、子どもと触れ合う体験づくり「プレママプレパパ」に協力

しており、育児相談支援をはじめ子どもの遊びを体験できる園としての広報にも力を入れている。

・毎年、近隣の保育園と協力し「秋まつり」の企画運営に参加している。また、近くのラジオ局の企画の七夕

やクリスマスにも参加して地域の活性化にも貢献している。

　子どもを尊重した保育について共通の理解をもつための取組を行っ

ている

・入社時の人権研修では、法人で作成している保育ガイドをもとに子どもの人権を大切にする保育について学

ぶことにしている。

・子どもの気持ちにどう沿って保育を行うか、一人ひとりの職員の自覚を促し、園としてそれぞれの職員が関

わって子どもに対して同じ視点で関われるように指導している。

・子どもの名前は「さん」付け、色など「にじの保育にある個の大切さ」を園でも大切にし、男女による差の

ない対応をしている。

　子どものプライバシー保護に配慮した保育が行われている

・法人として個人情報保護方針や規定を定め、さらにプライバシーマークを取得して個人情報保護に力を入

れ、職員に対しては入社時に個人情報の取扱いに関する誓約書を交わし、プライバシー侵害にあたる事例集を

整備し周知理解に努めている。

・重要事項説明書には個人情報の取り扱いについて明記し、「個人情報使用承諾書」の署名を保管している。

家庭調査書等の重要書類及び保育指導計画は鍵の掛かる書庫に保管し、職員が使用する際の厳重管理をしてい

る。個人写真の扱いはブログや写真購入サイト「るくみー」掲載の際に注意を払っている。

　利用希望者に対して保育所選択に必要な情報を積極的に提供してい

る

・園のリーフレットをはじめ、ホームページなどによって園の情報を提供している。リーフレットは区の子育

て支援課にも常置されている。入園申込についての案内を外の掲示板に掲載しており、必要な人には入園申し

込み書類を渡すようにしている。

・見学は月に５〜６組、電話で申し込んで日程を決めている。今年度はコロナ禍の中での対応ということもあ

り、従来は概ね1時間程度を要していたが、時間を短縮し全体を見てもらい園舎の外で説明や質問を受けるよ

うしている。



第三者評価結果

【31】Ⅲ－１－(２)－②
a

【32】Ⅲ－１－(２)－③
a

Ⅲ-１-（３）　　利用者満足の向上に努めている

【33】Ⅲ－１－(３)－①
a

Ⅲ-１-（４）　利用者が意見等を述べやすい体制が確保されている 第三者評価結果

【34】Ⅲ－１－(４)－①
a

　保育所等の変更にあたり保育の継続性に配慮した対応を行っている

・保育所の変更があった場合は、変更先や行政や各関係機関と連携を図り、必要に応じた申し送りをしてい

る。転園先からの問い合わせがあれば、保育の継続性に必要な範囲で引継ぎ情報（健康調査票）を提供し、利

用終了後も第二の家庭として、保護者子どもとも相談が可能な旨を伝えるようにしている。

・卒園した後も、各小学校へ入学の祝電を送っている。また、大きな運動会のような行事がある時には、手紙

を送り招待するようにして卒園した後も交流の絆は繋いでいる。

　利用者満足の向上を目的とする仕組みを整備し、取組を行っている

・日頃より子ども一人ひとりの状況を保育士間で共有し、保育に取り組むようにしている。保護者の価値観や

生活習慣も鑑み、無理強いせず、職員は子どもの細微の変化への気づきを共有し、子どもの満足につながるよ

うにしている。

・給食試食会、保護者懇談会、個人面談、保育参加、各行事後には要望や意見などの把握を目的に保護者アン

ケートを実施して、職員会議で共有している。運営委員会を年２回実施し、保護者代表は各家庭にアンケート

用紙を配り意見を募り、保護者の要望等に応えるようにしている。

　苦情解決の仕組みが確立しており、周知・機能している

　保育の開始・変更にあたり保護者等にわかりやすく説明している

・入園内定後、新入園時説明会や個別面談を開催し、重要事項説明書を用いて説明を行い同意書を交わしてい

る。入園後には保護者懇談会を行い、指導計画について説明し、合わせて家庭の様子や子どもの状態について

確認を行うことにしている。

・保育の留意点、保育時間に関する意向、アレルギーなどの食事の状況などについて確認し、個人記録にまと

めている。外国籍の保護者には日本語を理解し易い文章に替えたり、第三者に通訳を依頼するなどの体制でい

る。今年は新型コロナの影響もあり、行事縮小や中止の大幅な変更の説明を書面で配布した。

・重要事項説明書には苦情受付け体制や第三者委員を記載し、園玄関には意見箱（すまいるボックス）とメモ

を設置している。苦情解決制度については、苦情受付から解決に至るフローを掲示し、入園時には口頭で伝え

ている。

・苦情報告書は本部に共有し、状況により担当のスーパーバイザーと連携して解決する流れとしている。法人

として系列園の苦情事例を園長会において共有し、各園において共有できるようにしている。

・近隣からの車の駐車について苦情があった際は、直ちに本部と連携した対応画に取り組んでいる。



【35】Ⅲ－１－(４)－②
a

【36】Ⅲ－１－(４)－③
a

Ⅲ-１-（５）　安心・安全な福祉サービスの提供のための組織的な取組が行われている 第三者評価結果

【37】Ⅲ－１－(５)－①
a

【38】Ⅲ－１－(５)－②
a

・関係機関との連携や園内の役割分担、避難経路図を明示したり、毎月の避難訓練、アナフィラキシーや心肺

蘇生等の緊急時対応訓練を定期的に実施している。保育ガイドでは事故防止対応、危機管理対応が明記され、

園では本部フォーマットに従ったBCPを策定して、リスクマネジメントの体制を整備している。

・本部は系列園や他園の事故事例、ヒヤリハットを収集して園長会で報告し、園では職員に回覧などにより注

意喚起を促すとともに園としての対応を見直し、点検するようにしている。

　感染症の予防や発生時における子どもの安全確保のための体制を整

備し、取組を行っている

・感染症予防、対策のマニュアルを整備のほか、看護師会では、定期的な会議で、最新情報を園に発信したり

感染症発症の対応事例等を共有し、感染症予防努めている。行政からの指導をもとに看護師会で新型コロナウ

イルス対応を作成し、園での予防策の指針を掲示している。感染症が発生時の対応フローを掲示し、感染症発

生時には園内に掲示して病症の情報を提供している。

・コロナについては区からの通達をまとめ世の中の状況を共有して、職員の自覚を促すレベルでの取り組みを

行っている。

　保護者が相談や意見を述べやすい環境を整備し、保護者等に周知し

ている

・担任以外にも、園長、主任、看護師や栄養士の専門職も内容によって保護者の相談に応じることを入園時

や、保護者懇談会などを通じて伝えている。保護者とのコミュニケーションを図り気軽に声をかけてもらえる

ような関係づくりに努めており、相談内容に応じて会議室や相談室などを使用しプライバシーに配慮してい

る。

・本部専属の巡回臨床心理士の巡回による保護者の相談に応じる体制や、ホームページから園を介さず直接相

談しにくいことも問い合わせが出来、担当のスーパーバイザーが対応する体制を整えている。

　保護者からの相談や意見に対して、組織的かつ迅速に対応している

・保育ガイドには保護者対応の基本を明示し、組織として保護者の意見や要望を傾聴する姿勢を明示してい

る。苦情・ご意見報告書や業務日誌育児相談票に記録し、担任だけでは判断できない場合にはリーダー、主

任、園長への相談後、応答するルールとしている。

・意見や要望はケース会議や職員会議において職員全員で共有するとともに対応策を検討し、より良い保育に

繋げるよう努めている。また、意見要望対応の履歴は残しているので、新入職員の事例マニュアルとして活か

せるよう目指している。

　安心・安全な福祉サービスの提供を目的とするリスクマネジメント

体制が構築されている



【39】Ⅲ－１－(５)－③
a

Ⅲ-２　福祉サービスの質の確保

Ⅲ-２-（１）　提供する福祉サービスの標準的な実施方法が確立している 第三者評価結果

【40】Ⅲ－２－(１)－①
a

【41】Ⅲ－２－(１)－②
a

Ⅲ-２-（２）　適切なアセスメントにより福祉サービス実施計画が策定されている

【42】Ⅲ－２－(２)－①
a

　災害時における子どもの安全確保のための取組を組織的に行ってい

る

・保育ガイドには災害時の対応マニュアルがあり、避難訓練は定期的に消防署の指導を受けて実施、消防設備

点検も年２回、保護者参加の大規模災害時対応訓練を年１回実施し、安否確認は安心伝言板災害時伝言ダイヤ

ルを利用して日頃から発信練習をしている。

・事業継続計画を作成して災害に備えており、食材備蓄品リスト（3日分の）を作成し定期的に栄養士が確

認、備品点検を年１回行っている。ハザードマップで園の立地条件を確認しており、避難の仕方の指示を受け

時間を測定して訓練を行っている。

　保育について標準的な実施方法が文書化され保育が提供されている

・法人内の全園が業務マニュアルとして活用している保育ガイドは、法人本部で適宜見直しており、２０１９

年に最新版を改訂している。また、保育所保育指針改訂に伴い全体的な計画、保育年間計画、月案の様式を見

直している。全体的な計画、保育年間計画、月案、週案、年間行事計画は職員会議やクラス会議等での評価、

反省を検証し、次の計画に反映できるよう取り組んでいる。

・行事の内容や日程については、保護者、職員の意見を反映して見直しを行い、保育内容やサービスの提供に

関する事柄は、年度末の職員会議で検討、見直している。

　標準的な実施方法について見直しをする仕組みが確立している

・法人内の全園が業務マニュアルとして活用している保育ガイドは、法人本部で適宜見直しており、２０１９

年に最新版を改訂している。また、保育所保育指針改訂に伴い全体的な計画、保育年間計画、月案の様式を見

直している。全体的な計画、保育年間計画、月案、週案、年間行事計画は職員会議やクラス会議等での評価、

反省を検証し、次の計画に反映できるよう取り組んでいる。

・行事の内容や日程については、保護者、職員の意見を反映して見直しを行い、保育内容やサービスの提供に

関する事柄は、年度末の職員会議で検討、見直している。

　アセスメントにもとづく指導計画を適切に策定している

・入園時は家庭調査票をもとに発達発育状況と家庭での保育状況などを把握している。入園後は連絡帳や個人

面談、登降園時の保護者との会話からニーズを把握し、指導計画に反映できるようにしている。児童票や個人

記録には、発達の記録や発達の指標を達成した時期をチェックしている。

・園長は本部指定様式の全体的な計画に園環境に合わせた内容を記述、全体的な計画を各クラス担任に配布説

明し、年間指導計画を策定し、実施、自己評価に至るプロセスをリーダー、主任、園長の順に確認するルール

になっている。



第三者評価結果

【43】Ⅲ－２－(２)－②
a

Ⅲ-２-（３）　福祉サービス実施の記録が適切に行われている

【44】Ⅲ－２－(３)－①
a

【45】Ⅲ－２－(３)－②
a

・法人としてPマークを取得し、個人情報保護法や個人情報保護規定をホームページで公表している。園では

個人情報に関わる子どものファイルは施錠可能なキャビネットに保管し、職員の持ち出しは主任、園長への確

認をするなど適切な保管運用に努めている。

・重要事項説明書において、保護者に個人情報の取り扱いについて説明し同意書を交わしている。園では職員

に向対して個人情報保護に関わる事例を伝え、法令遵守への理解を深めている。また、部外者の事務室入室

は、氏名、時間等を記録し管理体制を整えている。

　定期的に指導計画の評価・見直しを行っている

・定例会議では策定した指導計画についてＰＤＣＡのサイクルを継続し恒常的に見直しており、トイレトレー

ニングなどの生活習慣については保護者の意向を反映して見直している。子どもの姿とカリキュラムとの差異

による見直しは毎月カリキュラム会議にて行われ、反省、見直しによって翌月へとつなげている。

・支援児の指導計画は、定期的に保護者と面談し、保護者と育ちと課題を共有して指導計画を立案、実践し

て、振り返りを行い次の計画に活かしている。

　子どもに関する保育の実施状況の記録が適切に行われ、職員間で共

有化されている

・個別の発達経過記録様式を用いて、成長過程を定期的に記録している。職員が記録をする保育書類様式は全

て主任や園長が確認、必要に応じ記録内容や表現方法に差異が出ないよう指導し押印している。

・職員会議議事録は回覧及び押印し、全職員が内容を把握するようにしている。アレルギー児の状況変更な

ど、最新情報の洩れが生じないよう留意している。

・児童票には必要に応じて毎月や四半期ごとに健康診断、身体測定、その他個別面談などで保護者から把握し

た情報についても必要に応じて記録され、児童ごとに一冊のファイルにまとめられている。

　子どもに関する記録の管理体制が確立している


